
JP 2016-51845 A 2016.4.11

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高精細化を可能とする表示装置を提供する。
【解決手段】基板上に、対となる陽極２１及び陰極２５
と、陽極と陰極との間に形成される発光層２３と、を含
む第１の有機エレクトロルミネッセンス素子、を備える
表示装置であって、発光層は、発光する色に応じる量子
ドット発光材料がドープされ、それぞれ異なる色の発光
を行うサブ発光層２３Ａ、２３Ｂ、２３Ｃ、を複数含み
、複数の前記サブ発光層のうち、所望の色のサブ発光層
の配置に対応する電流密度の電流を発光層に注入し、所
望の色のサブ発光層が発光を行う表示装置。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、対となる陽極及び陰極と、前記陽極と前記陰極との間に形成される発光層と
、を含む第１の有機エレクトロルミネッセンス素子、
　を備える表示装置であって、
　前記発光層は、発光する色に応じる量子ドット発光材料がドープされ、それぞれ異なる
色の発光を行うサブ発光層、を複数含み、
　複数の前記サブ発光層のうち、所望の色のサブ発光層の配置に対応する電流密度の電流
を前記発光層に注入し、該所望の色のサブ発光層が発光を行う、
　ことを特徴とする、表示装置。
【請求項２】
　複数の前記サブ発光層は、陽極側から陰極側にかけて、所定の電流密度に対して発光効
率が高い順に並んで積層される、
　ことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１の有機エレクトロルミネッセンス素子に隣接し、白色の発光を行う第２の有機
エレクトロルミネッセンス素子を、さらに備え、
　前記第１の有機エレクトロルミネッセンス素子と前記第２の有機エレクトロルミネッセ
ンス素子とで、１つの画素を形成する、
　ことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記サブ発光層それぞれは、赤色発光、緑色発光、又は青色発光のいずれかを行う、
　ことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子を備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機ＥＬ素子と記す）を備える表示装置が
画像表示に用いられている。有機ＥＬ素子を備える表示装置では、更なる高精細化が求め
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１６９４６０号公報
【特許文献２】特開２００３－２２３１３６号公報
【特許文献３】特開２００３－２２３１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ：Organic Light-Emitting Diode）を備える表示装置
を高精細化に対応させると、画素をより微細な構造に作成する必要が生じるので、画素の
作成方法がより困難となる。
【０００５】
　また、高精細化に有利な構造として、白色有機ＥＬ素子とカラーフィルタ（ＣＦ）を備
える表示装置があるが、消費電力が他の構造の表示装置よりも大きくなってしまうとの問
題が生じる。さらに、カラーフィルタなどの追加部材が必要となり、高コストとなってし
まうことや、隣接画素からの光漏れによって混色現象が発生してしまうことなど、新たな
問題が生じる。
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【０００６】
　特許文献１に、発光層５に量子ドット発光材料１１がドープされている有機ＥＬ素子が
開示されている。通常、有機ＥＬ素子に用いられる発光ドーパントとは異なり、量子ドッ
トによる発光スペクトルはシングルピークであり、また、量子ドットのサイズを変えるこ
とにより、発光色を調整することができる。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の有機ＥＬ素子は、例えば、赤色、緑色、及び青色そ
れぞれの発光を行う複数の発光層を備えてもよい旨の記載はある。しかし、かかる有機Ｅ
Ｌ素子は色度が安定した白色発光を実現させるための素子であり、有機ＥＬ素子が複数色
の発光層を備えていても、所望の色の発光層を選択的に発光させる方法について示唆がさ
れていない。それゆえ、特許文献１に開示の表示装置を用いて、カラー画像表示すること
は困難である。
【０００８】
　本発明は、かかる課題を鑑みてなされたものであり、高精細化を可能とする表示装置の
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）本発明に係る表示装置は、基板上に、対となる陽極及び陰極と、前記陽極と前記
陰極との間に形成される発光層と、を含む第１の有機エレクトロルミネッセンス素子、を
備える表示装置であって、前記発光層は、発光する色に応じる量子ドット発光材料がドー
プされ、それぞれ異なる色の発光を行うサブ発光層、を複数含み、複数の前記サブ発光層
のうち、所望の色のサブ発光層の配置に対応する電流密度の電流を前記発光層に注入し、
該所望の色のサブ発光層が発光を行う、ことを特徴とする。
【００１０】
　（２）上記（１）に記載の表示装置は、複数の前記サブ発光層は、陽極側から陰極側に
かけて、所定の電流密度に対して発光効率が高い順に並んで積層されてもよい。
【００１１】
　（３）上記（１）に記載の表示装置は、前記第１の有機エレクトロルミネッセンス素子
に隣接し、白色の発光を行う第２の有機エレクトロルミネッセンス素子を、さらに備え、
前記第１の有機エレクトロルミネッセンス素子と前記第２の有機エレクトロルミネッセン
ス素子とで、１つの画素を形成してもよい。
【００１２】
　（４）上記（１）に記載の表示装置であって、前記サブ発光層それぞれは、赤色発光、
緑色発光、又は青色発光のいずれかを行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る表示装置を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の等価回路を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の模式図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の断面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ素子の構造を示す模式図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の発光状態を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の発光状態を示す図である。
【図８Ａ】電流効率の電流密度依存性の評価結果を示す図である。
【図８Ｂ】色度の電流密度依存性の評価結果を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想
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到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１５】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置を示す図である。当該実施形態に係る
表示装置は有機ＥＬ表示装置１００である。図１に示すように、有機ＥＬ表示装置１００
は、有機ＥＬパネル１０５を挟むように固定する上フレーム１０１及び下フレーム１０２
と、表示する情報を生成する回路素子を備える回路基板１０４と、当該回路基板において
生成されたＲＧＢの情報を有機ＥＬパネル１０５に伝えるフレキシブル基板１０３と、に
より構成される。
【００１６】
　図２は、当該実施形態に係る表示装置の等価回路を示す図である。図２は、有機ＥＬ表
示装置１００のうち特に有機ＥＬパネル１０５について示している。有機ＥＬパネル１０
５は、図中縦方向に延在するとともに横方向に並んで配置される複数の信号線ＳＩＧと、
図中横方向に延在するとともに縦方向に並んで配置される複数の第１制御線φ１と、各第
１制御線φ１と並んで配置される複数の第２制御線φ２と、信号線ＳＩＧと第１制御線φ
１（第２制御線φ２）との交点に対応してマトリクス状に配置されている複数の画素回路
ＰＣと、信号線駆動回路ＸＤＶと、走査線駆動回路ＹＤＶとを含んでいる。信号線ＳＩＧ
は、上端が信号線駆動回路ＸＤＶに接続されている。第１制御線φ１及び第２制御線φ２
は、走査線駆動回路ＹＤＶに接続されている。複数の画素回路ＰＣは表示領域ＤＰを構成
している。信号線駆動回路ＸＤＶと走査線駆動回路ＹＤＶは互いに連携して各画素回路Ｐ
Ｃを駆動する。
【００１７】
　電圧源ＰＳは接続される第１電圧線に電源電圧ＶＤを供給しており、第１電圧線は、各
画素回路ＰＣに接続されている。また、接地電圧ＧＮＤに接続される第２電圧線は基準電
圧ＶＳに維持されており、第２電圧線は各画素回路ＰＣに接続されている。すなわち、当
該実施形態において、基準電圧ＶＳは接地電圧であり、電源電圧ＶＤは接地電圧より高い
電圧であるが、これに限定されることがないのは言うまでもない。また、図２には、画素
回路ＰＣは２×２の４つのみ示されているが、実際は表示解像度に応じた数の画素回路Ｐ
Ｃが存在する。一般に、ｎ行目、ｍ列目に位置する画素回路はＰＣ（ｍ，ｎ）と表される
。例えば左上に存在する画素回路はＰＣ（１，１）と表される。また、ｍ列目の画素回路
に接続される信号線は、ＳＩＧ（ｍ）と表され、ｎ行目の画素回路に接続される第１制御
線及び第２制御線はそれぞれφ１（ｎ）及びφ２（ｎ）と表される。
【００１８】
　図３は、当該実施形態に係る表示装置の模式図である。図３は表示領域ＤＰに配置され
る有機ＥＬ素子を模式的に示しており、画素１が縦方向及び横方向に規則的に並んでいる
。各画素１は１つの有機ＥＬ素子（第１の有機エレクトロルミネッセンス素子）であり、
図２に示す１つの画素回路ＰＣは、有機ＥＬ素子と、該有機ＥＬ素子を駆動する駆動回路
を含んでいる。
【００１９】
　図４は、当該実施形態に係る表示装置の断面図である。図４に示す断面は、有機ＥＬパ
ネル１０５の断面を示しており、図３に示すＩＶ－ＩＶ線による断面である。図に示すよ
うに、有機ＥＬパネル１０５は、ガラス基板１０上に後述する各層が形成されるＯＬＥＤ
基板１１と、封止基板１２とを含んでいる。なお、ここで、ＯＬＥＤ基板１１の基礎とな
る基板の材料をガラスとしているが、これに限定されることはなく、プラスチックなど他
の材料用いてよいのは言うまでもない。ＯＬＥＤ基板１１では、ガラス基板１０上に、各
サブ画素に対応する領域それぞれに所定の形状の陽極２１（アノード：Anode）が形成さ
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れ、隣り合う陽極２１の間にはバンク１３（画素分離膜）がそれぞれ形成されている。陽
極２１及びバンク１３を覆って全面に、ホール注入層２２、発光層２３、電子注入層２４
、陰極２５（カソード：Cathode）、及びパッシベーション膜２６が積層方向に沿って順
に成膜される（トップエミッション方式）。陽極２１と陰極２５とで、電極対となってお
り、発光層２３は陽極２１と陰極２５との間に形成される。ＯＬＥＤ基板１１を、額縁領
域に配置される封止接着剤（図示せず）によって封止基板１２と貼りあわせ、ＯＬＥＤ基
板１１と封止基板１２との間に、封止空間２７が形成される。封止空間２７は例えば乾燥
窒素ガスが充填される。
【００２０】
　当該実施形態に係る有機ＥＬパネルの構造はこれに限定されることはなく、ホール注入
層２２と発光層２３との間にホール輸送層を、発光層２３と電子注入層２４との間に電子
輸送層を、それぞれ挿入してもよい。また、製品仕様によって、必要な強度や封止性能が
確保出来るのであれば、封止基板１２を用いなくてもよい。また、ここでは、有機ＥＬ素
子はトップエミッション方式であるとしたが、ボトムエミッション方式など他の方式であ
ってもよい。
【００２１】
　図５は、当該実施形態に係る有機ＥＬ素子の構造を示す模式図である。図５は、図４に
示す有機ＥＬ素子の断面を模式的に表したものである。当該実施形態に係る表示装置では
、発光層２３が３層のサブ発光層からなる多層構造をしている。ここで、３層のサブ発光
層は、陽極２１側より順に、サブ発光層２３Ａ、２３Ｂ、及び２３Ｃである。各サブ発光
層には、異なるサイズの量子ドット発光材料を含有しており、各サブ発光層はサイズに応
じた色の光を発光する。すなわち、発光層２３は、発光する色に応じる量子ドット発光材
料がドープされ、それぞれ異なる色の発光を行うサブ発光層を、複数含んでいる。例えば
、サブ発光層２３Ａには青色発光を、サブ発光層２３Ｂには緑色発光を、サブ発光層２３
Ｃには赤色発光を、それぞれ行う量子ドット発光材料がドープされている。量子ドット発
光材料は、電子線リソグラフィー、Ｓ－Ｋ成長モード（Stranski-Krastanov Growth Mode
）を利用した分子線エピタキシー法、有機金属気相成長法、微細マスクを利用した選択的
成長法などにより、作製することが出来る。量子ドット発光材料は、コアとして例えばＣ
ｄＳｅ、ＣｄＳ、又はＣｄＴｅ、キャッピング剤として例えば末端に窒素を持つ有機分子
を用いればよく、量子ドットとして完成された市販の製品であってもよい。このようにし
て用意される量子ドット発光材料を、蒸着又は塗布により発光層２３に含有させればよい
。
【００２２】
　本発明に係る表示装置の主な特徴は、有機ＥＬ素子（第１の有機エレクトロルミネッセ
ンス素子）の発光層は、発光する色に応じる量子ドット発光材料がドープされ、それぞれ
異なる色の発光を行うサブ発光層、を複数含み、発光層に含まれる複数のサブ発光層のう
ち、所望の色のサブ発光層の配置に対応する電流密度の電流を発光層に注入し、該所望の
色のサブ発光層が発光を行う、ことにある。有機ＥＬ素子の発光層に流れる電流の電流密
度を変化させると、素子内部のホール及び電子のキャリアバランスが変化し、発光層にお
ける発光位置が変化することを発明者らが発見したことにより、本発明に想到している。
【００２３】
　一般に、発光層に注入されるホール及び電子の数は、ホール注入層の移動度、電子注入
層の移動度、又は各界面のエネルギー準位によって異なる。それゆえ、ホールと電子の数
の大小関係が変化すると、発光層内におけるホールと電子の再結合位置がシフトする。
【００２４】
　図６及び図７は、当該実施形態に係る表示装置の発光状態を示す図である。図６にはホ
ールの数ｑｈが電子の数ｑｅより大きい場合が、図７にはホールの数ｑｈが電子の数ｑｅ

より小さい場合が、それぞれ示されている。図６及び図７に示す通り、積層方向（図の上
下方向）に沿って、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅより大きい場合は、発光層２３のうち
、陰極２５側に近い位置で再結合し、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅより小さい場合は、
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陽極２１側に近い位置で再結合する。また、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅが等しい場合
は、発光層２３のうち、積層方向に沿って中心付近の位置で再結合する。
【００２５】
　当該実施形態に係る発光層２３は、陽極２１側から陰極２５側へ積層方向に沿って順に
積層されるサブ発光層２３Ａ、２３Ｂ、及び２３Ｃを含んでいる。ホールの数ｑｈと電子
の数ｑｅとの大小関係により、再結合位置、すなわち、発光位置ＥＰがシフトする。よっ
て、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅより大きい場合、発光位置ＥＰ（の中心）をサブ発光
層２３Ａに、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅと等しい場合、発光位置ＥＰ（の中心）をサ
ブ発光層２３Ｂに、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅより大きい場合、発光位置ＥＰ（の中
心）をサブ発光層２３Ａに、することが出来る。すなわち、例えば、ホールの数ｑｈが電
子の数ｑｅより大きい場合、青色発光を、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅと等しい場合、
緑色発光を、ホールの数ｑｈが電子の数ｑｅより大きい場合、赤色発光を、それぞれ行う
ことが出来る。
【００２６】
　図８Ａは、電流効率（ＣＥ）の電流密度（ＣＤ）依存性の評価結果を示す図であり、図
８Ｂは、色度（y-component）の電流密度（ＣＤ）依存性の評価結果を示す図である。こ
こで、電流密度は、発光層に流れる電流の電流密度であり、電流密度は、陰極と陽極との
間に印加される電圧によって制御することが出来る。すなわち、当実施形態において、図
２に示す電圧源ＰＳが第１電圧線に供給する電源電圧ＶＤを調整することによって、発光
層に流れる電流の電流密度を制御することができる。また、図８Ｂに示す色度は、色度座
標（ｘｙ座標）のｙ値（y-component）である。
【００２７】
　図８Ａ及び図８Ｂに示すドット（●）は、電流密度を変化させたときの、実測データを
示している。これに対して、図８Ａ及び図８Ｂに示す実線は、光学シミュレーションを行
うことにより、意図的に発光層内で発光位置を積層方向に沿って陰極側から陽極側へ変化
させたときの光学干渉変化を計算したものである。この結果、実測データ（●）は、光学
シミュレーション結果（実線）からの予測と一致している。この性質を利用することによ
り、上述の通り、発明者らは、発光層２３に流れる電流の電流密度を制御することで、再
結合位置、すなわち、発光位置ＥＰを任意に設定することが可能であることを見出した。
これにより、当該実施形態に係る有機ＥＬ素子は、複数のサブ発光層のうち、所望の色の
サブ発光層の配置に対応する電流密度の電流を該発光層に注入することにより、所望の色
の発光を行うことが出来る。
【００２８】
　当該実施形態に係る表示装置は、カラーフィールドシーケンシャル（色時分割）駆動に
よって駆動される。ある画素１において、１画面を表示する期間を１フレーム期間とする
とき、カラーフィールドシーケンシャル駆動において、１フレーム期間は複数種類の色の
表示期間（サブフレーム期間）に分割され、各色の表示期間において当該色の発光時間の
幅を制御することにより階調表示を行っている。かかる駆動については、例えば、特許文
献２及び特許文献３に開示されている。
【００２９】
　カラーフィールドシーケンシャル駆動と、電源電圧ＶＤの制御とを同期させることによ
り、１つの画素で多色発光を行うことが出来るので、当該実施形態に係る表示装置は、カ
ラー画像表示を行うことが出来る。なお、図８Ａ及び図８Ｂに示す通り、電流密度を増加
させると、発光効率が低下する。よって、各サブ発光層の発光効率と所望の輝度に応じて
、発光デューティ（発光期間の長短）を調整することにより、フルカラー表示が可能とな
る。
【００３０】
　また、それぞれ異なる色の発光を行う複数のサブ発光層について考察する。一般に、あ
る（同じ）電流密度に対して、複数のサブ発光層の発光効率は異なっている。そして、あ
る色の発光を行うサブ発光層においては、電流密度を増加させると、発光効率が低下する
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。それゆえ、発光層２３は、所定の電流密度に対して発光効率が高い順に、陽極２１側か
ら陰極２５側へ複数のサブ発光層が並ぶよう積層されるのが望ましい。ここで、所定の電
流密度とは、複数のサブ発光層が発光を行うためにそれぞれ適した電流密度（の範囲）の
分布の典型値であり、例えば、複数のサブ発光層それぞれの最適な電流密度の平均値（me
an）や中央値（median）、最頻値（mod）などである。当該実施形態に係る発光層２３は
、図７に示す通り、陽極２１側から陰極２５側へ順に並んで積層される３層のサブ発光層
２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃによって構成される。そして、異なる３色のサブ発光層のうち、
所定の電流密度に対して発光効率が高い順に、第１色、第２色、及び第３色のサブ発光層
とする。本発明は、陽極２１側に最も近いサブ発光層２３Ａを第１色のサブ発光層で、サ
ブ発光層２３Ｂを第２色のサブ発光層で、陰極２５側に最も近いサブ発光層２３Ｃを第３
色のサブ発光層で構成することにより、さらに格別の効果を奏する。発光効率が最も低く
なる陽極２１側に最も近いサブ発光層２３Ａが、第１色のサブ発光層で構成されることに
より、他の色（第２色や第３色）のサブ発光層で構成される場合と比較して、発光層２３
全体として、発光効率の低下が抑制される。よって、かかる配置により、異なる色の発光
に用いる発光デューティの差を低減させることが出来、フルカラー表示の制御が容易とな
る。
【００３１】
　本発明に係る表示装置は、１つの画素で複数種類の色の表示を行うことが出来るので、
複数種類の色のサブ画素から１つの画素を設ける画素構成（ＳＢＳ（Side by Side：色隣
接）構造）の表示装置と比較して、より高精細化を実現することが出来る。よって、スマ
ートフォン、タブレット、薄型ＴＶ向け等の有機ＥＬ表示装置に最適である。各サブ画素
において、対応する色の発光をする場合、発光色毎に発光層をパターニングする必要があ
り、画素サイズの縮小に伴い、パターニング時の合わせ精度の面から限界が生じてしまう
。さらに、従来の有機ＥＬ素子に用いられる発光材料では、同一層又は隣接層に異なる色
の発光材料がドープされることとなり、容易にエネルギー移動が生じてしまう問題も生じ
る。しかしながら、本発明に係る表示装置は、発光色毎に発光層をパターニングする必要
がなく、より高精細化を実現することが出来る。また、本発明に係る発光材料は量子ドッ
トを用いており、エネルギー移動は非常に抑制されており、画像品質が向上される。
【００３２】
　また、各サブ画素に白色発光層とカラーフィルタを形成する場合、隣接サブ画素間で混
色現象が生じ得る。図４に、発光層２３から積層方向に沿って出射する発光成分Ｌ１に加
えて、積層方向に対して斜交する方向の発光成分Ｌ２が示されている。カラーフィルタを
用いる場合に、この発光成分Ｌ２が隣接するサブ画素に入り込み、隣接するサブ画素のカ
ラーフィルタを通過し、混色現象を生じる。画素を高精細化すると、発光層から出射する
光のうち、隣接するサブ画素のカラーフィルタへ進行しない領域の立体角度が小さくなり
、混色現象はより顕著となってしまう。しかしながら、本発明に係る表示装置は、カラー
フィルタをパターニングする必要がなく、ＯＬＥＤ基板１１と封止基板１２の貼り合わせ
にも高い精度を必要がないので、より高精細化を実現することが出来る。
【００３３】
［第２の実施形態］
　図９は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置の模式図である。１つの画素１が、隣
接するサブ画素１Ｗとサブ画素１Ｑを含んでいる。ここで、サブ画素１Ｗには、白色の光
を発光する公知の白色有機ＥＬ素子（（第２の有機エレクトロルミネッセンス素子））が
用いられ、サブ画素１Ｑの発光層２３には量子ドット発光材料がドープされる。すなわち
、第１の有機エレクトロルミネッセンス素子と第２の有機エレクトロルミネッセンス素子
とで、１つの画素を形成する、サブ画素１Ｑの構造は、図３に示す画素１（有機ＥＬ素子
）と同じ構造をしている。それ以外の有機ＥＬパネルの構成は、第１の実施形態と同じで
ある。
【００３４】
　第１の実施形態に係る表示装置では、１つの画素１が、カラーフィールドシーケンシャ
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ル駆動により、色調整及び輝度調整を行っている。当該実施形態に係る表示装置では、１
つの画素１がサブ画素１Ｗとサブ画素１Ｑを含むことにより、白色の光を発光するサブ画
素１Ｗを輝度調整に寄与させることが出来、第１の実施形態に係る表示装置が奏する効果
に加えて、より低消費電力の表示装置が実現できるという顕著な効果を奏する。ここで、
サブ画素１Ｗが輝度調整に寄与することにより、サブ画素１Ｑは主に色調整を行なえばよ
く、２つのサブ画素に役割を分散させることが出来ている。
【００３５】
　ここでは、サブ画素１Ｗを白色有機ＥＬ素子によって構成しているが、サブ画素１Ｑを
構成する有機ＥＬ素子と同じ構造で作製してもよい。サブ画素１Ｗを、サブ画素ＩＱと同
様に、カラーフィールドシーケンシャル駆動をさせ、複数種類の色の光を混合して白色の
光を発光させればよい。かかる表示装置は、サブ画素１Ｗとサブ画素１Ｑが同じ構造を有
することにより、製造工程がより容易になるという格別の効果を奏する。
【００３６】
　以上、本発明の実施形態に係る表示装置について説明したが、本発明に係る表示装置は
、上記実施係蹄に限定されることはない。本発明の思想の範疇において、当業者であれば
、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても
本発明の範囲に属するものと了解される。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が
適宜、構成要素の追加、削除若しくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若
しくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれ
る。
【符号の説明】
【００３７】
　１　画素、１Ｑ，１Ｗ　サブ画素、１０　ガラス基板、１１　ＯＬＥＤ基板、１２　封
止基板、１３　バンク、２１　陽極、２２　ホール注入層、２３　発光層、２３Ａ，２３
Ｂ，２３Ｃ　サブ発光層、２４　電子注入層、２５　陰極、２６　パッシベーション膜、
２７　封止空間、１００　有機ＥＬ表示装置、１０１　上フレーム、１０２　下フレーム
、１０３　フレキシブル基板、１０４　回路基板、１０５　有機ＥＬパネル。
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